
2019地歴探求Ｂ(総合日本史)授業プリント江戸４	 大名・公家・寺社統制	

	

大名への統制	

※１藩…大名の支配する領域と支配機構	 ２大名領国制	

	

	

	

	

	

Ａ．10一国一城令(1615)…諸大名の居城以外の城の破壊	

Ｂ．11武家諸法度	 	 	 	 …大名の守るべき心得	 12将軍の代替わりごとに改訂	

		２代13秀忠…14元和令	 	 (151615)		※ 初の武家諸法度	 南禅寺僧16以心崇伝	 	 (金地院
こんちいん

崇伝)が起草	

						内容	文武・倹約の奨励		17城の修補の届出制		18婚姻の許可制など	 	 	

		３代19家光	 	 …20寛永令	 	 (1635)		21林羅山が改訂		→以後、基本的に踏襲される	

						追加	①22大船(五百石以上)の建造禁止	

②23参勤交代	 	 	 (参覲交替)の24制度化…奉公の一種(江戸警備)	

	 	 	 	 	 	 	 	 在府(江戸)・在国(国元)１年交代	 ※役付大名と水戸藩は江戸	 25妻子は江戸(人質)	

																影響	 25大名財政の圧迫、26交通・文化の発達、都市江戸の発展	

☆27武断政治…幕府初期の方針	 法令違反・無嗣(後継ぎなし)・お家騒動(内紛)などで厳しい処分	

				 	28改易	 	 (領地の没収)・29減封(領地の削減)・30転封(領地の変更)	 	

	 	 	 	 	 ３代将軍までに105家	 <例>松平忠輝[越後高田:家康６男]・本多正純[宇都宮:譜代]	

	
朝廷・公家への統制	

☆31京都所司代による監視、32武家伝奏	 	 	 (朝幕の連絡に当る公家)の選出	

所領の保障と制限…33禁裏
き ん り

御料	 	 	 (皇室領)３万石		公家領７万石	

	 	 	幕府の発言力強化	 <例>	官位、改元、改暦も幕府の承諾が必要	

341615．35禁中 並
ならびに

公家諸法度…天皇・朝廷の政治活動など制限	 	36崇伝が起草	

1620．37徳川和子
まさこ

(秀忠の娘)を38後水尾
みずのお

	 	 天皇(後陽成の子)の中宮	(東福門院)	に			

1627～29．39紫衣	 	 事件…後水尾が幕府の許可なく40紫衣を勅許	 →幕府が無効にする	

	 	 	 	 	 →大徳寺僧41沢庵	 	 (沢庵宗彭
たくあんそうほう

)ら反抗→処分(のち赦免)→後水尾退位	

	 	 	 	 	 →42明正
めいしょう

	 	 天皇(興
おき

子内親王：和子の娘、７歳)即位…古代以来の女帝	

※ 後の女帝は後桜町天皇(1762-70)	

３年	 	 	 組	 	 	 番	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .	

[	 		 月	 		 日]	

				 		 		将		軍														

	 	 	 	御恩	 	 奉公…<例>	３軍役、４手伝
てつだい

普請
ぶ し ん

	 	 (土木工事等)												
(知行地や官位)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 		 	 大名(藩主)			(ａ)５知行
ちぎょう

取
どり

…土地を給与																

						 奉公					御恩	 		 	 藩士が自ら農民を支配し徴税する（６地方
じ か た

知行制）	

		 	 											 				 (ｂ)７蔵米取
くらまいどり

…８禄米
ろくまい

(蔵米･切米･扶持
ふ ち

)を給与	

						 	 	 藩	 士	 	 						 	 	 	 	 		 	 →藩士は農民と接しない（９俸禄
ほうろく

制）	

						 	 								 	 	 	 ※次第に(ａ)から(ｂ)へ	

																									



寺院・神社への統制	 寺社奉行による監視	

☆43黄檗
おおばく

宗	 	 (禅宗の一派)…明僧44隠元	 	 (隠元隆琦
いんげんりゅうき

)渡来[1654]	

45万福寺(本山：宇治)・46崇福寺(長崎)等	

寺院	 47寺院法度(48諸宗諸本山法度)…1601～16	 49崇伝が起草	 各宗の中心寺院へ個々に	

→50本山末寺	(本末)制度の確立	 僧侶の階級・任命など	 	 						

	 	 	 	 51諸宗寺院法度(1665)…全宗派共通	 僧侶全体を統制	

	 	 	 		52寺請制、53宗門改(→江戸３ｔ６)…人民支配に利用		葬儀・供養が主に	

	 	 	 		54法華宗不受不施派は禁止(キリシタン同様)	

日蓮宗の一派。法華経信者以外からは施しを受けず、法華経僧侶以外には施しをしない	

神社	 55諸社禰宜
ね ぎ

神主法度(1665)…神社統制	 位階・領地など	 本所は京都吉田家	

町人統制			 ※一般に統制は緩やか	 ※城下町には商人・職人の集住→同業者町の成立（<例>呉服町）	

階層	 56家持
いえもち

・57地主
じぬし

…町政へ参加できる(58町人
ちょうにん

)→町役人
ちょうやくにん

の選出	 五人組を組織	

	 	 	 59地借
じがり

・60店借
たながり

…地主からの身分保障が必要(法的には一人前でない)	

						61奉公人(年季奉公人)…住み込みが多い	 <例>手代	

	 	 	 62行商、63日傭
ひやと

いなど都市貧民…64(棟割
むねわり

)長屋に居住	

組織	 「65町	 」を単位に運営		<例>	66町
ちょう

法、税負担、火の番・夜番など	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 奉行(幕府)→67町
まち

役人
やくにん

(全体を代表)→「町
ちょう

」の代表	

	 	 	 	 	 ＜江戸＞	 町奉行	 	 68町
まち

年寄
どしより

		 	 	 	 	 	 69町名主
ちょうなぬし

	

	 	 	 	 	 ＜大坂＞	 大坂町奉行	 70惣
そう

年寄
どしより

	 	 	 	 	 	 	71町年寄
ちょうどしより

	

負担	 72運上	 	 …営業税	 	 	73冥加	 	 …本来は献金	 	 74地子銭	 	 …屋敷の間口に応じて	

			 	 75町人足役…労役	 	 76御用金…御用商人に反強制的に	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

正誤問題に挑戦】<センター1994本試験、1999Ｂ本試験より>	

(１)武家諸法度には，新たな築城の禁止など大名を統制する規定があった。	

(２)町年寄などの町役人は，町政の運営をまかされた。	

後水尾天皇関係系図	

	 	 	 	 	 	 	 家光	 	 	

	 徳川秀忠	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 和子	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 興子	
	
	 後陽成	 	 後水尾	 	 後光明	


